
江戸川区の障害者就労施設等からの物品等の調達方針 

令和６年 7月 1日決定 

 

第１ 目的 

   この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律（平成 24年法律第 50号。以下「障害者優先調達推進法」という。）第９条の規

定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、江戸

川区が令和６年度に行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進

を図り、もって障害者が就労する施設等の仕事の確保及びその経営基盤を強化する

ことを目的とする。 

 

第２ 令和６年度の調達方針 

 １ 適用範囲 

   本調達の適用範囲は、区の全ての組織が行う物品等の調達とする。また、区施設

の指定管理者においても本調達方針の趣旨を周知し物品等の調達の促進について努

める。 

 ２ 調達する物品等 

   区が契約によって調達する物品等のうち、文房具事務用品、印刷及び清掃等障害 

者就労施設等が受注することが可能なものとする。 

３ 対象となる施設等 

対象となる施設等は、障害者優先調達推進法第２条第２項から第４項までに規定

する次の障害者就労施設等とする。 

   （１）障害者支援施設 

  （２）地域活動支援センター 

  （３）障害福祉サービス事業を行う施設（生活介護、就労移行支援又は就労継続支

援を行う事業に限る。） 

  （４）障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第 18条第３項の規 

定により必要な費用の助成を受けている施設（小規模作業所） 

  （５）障害者優先調達推進法施行令（平成 25年政令第 22号）第１条第１号に規定 

する事業所（特例子会社） 

  （６）障害者優先調達推進法施行令（平成 25 年政令第 22 号）第１条第２号に規定

する事業所（重度障害者多数雇用事業所） 

  （７）在宅就業障害者 

（８）在宅就業支援団体 

４ 物品等の調達目標 

（１）予算の適正な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、

この方針の目的に沿うために、障害者就労施設等からの物品の調達の推進に

努める。 

（２）昨年度の優先調達実績額を上回る。令和５年度 : 21,883,034円 

令和４年度 : 13,593,942円 

 



５ 物品等の調達の推進方法 

 

   障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。 

（１）調達の推進に必要な情報の提供 

障害者就労施設等が提供する物品等の内容など、その調達の推進のために必 

要な情報提供を行う。 

（２）障害者就労施設等の供給能力の向上 

障害者就労施設等がその供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑 

化のために行う取組の支援に努める。 

（３）障害者就労施設等の受注機会増大のための措置 

物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の 

観点についても配慮することとする。 

ア 物品等の調達が新たに生じた場合には、障害者就労施設等からの調達の可 

能性について検討するよう努める。 

    イ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう可 

能な限り分離分割発注を行う等発注方法を考慮するよう努める。 

    ウ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう履 

行期間及び発注量を考慮するよう努める。 

    エ 物品等の調達に際しては、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、 

性能及び規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明を 

行うよう努める。 

（４）随意契約による調達 

     障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令（昭 

和 22年政令第 16号）第 167条の２第１項第３号の規定による随意契約を積極 

的に活用することとする。 

 

第３ その他 

各部（局及び室を含む。）は本方針に基づき、物品等の調達の実績について、年度 

終了後に福祉部長に報告するものとする。報告のあった調達の実績については、そ

の概要を取りまとめ、公表するものとする。 

 

 

 

添付資料 

１ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

２ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令（抄） 

３ 地方自治法（抄） 

４ 地方自治法施行令（抄） 
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

発令  ：平成24年6月27日号外法律第50号 

最終改正：令和4年12月16日号外法律第104号 

改正内容：令和4年12月16日号外法律第104号[令和４年12月16日] 

 

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

〔平成二十四年六月二十七日号外法律第五十号〕 

〔厚生労働大臣署名〕 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律をここに公布する。 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

（目的） 

第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の

責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障

害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者をいう。 

２ この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設をいう。 

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二

十七項に規定する地域活動支援センター又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就

労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設 

二 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設 

三 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又

は同法第三十七条第二項に規定する精神障害者であって同法第四十三条第一項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定める

もの 

３ この法律において「在宅就業障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。 

４ この法律において「障害者就労施設等」とは、障害者就労施設、在宅就業障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第一項に規定す

る在宅就業支援団体をいう。 

５ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をい

う。）又は特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一

年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。）のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による

法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 

６ この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

７ この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 

（国及び独立行政法人等の責務） 

第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算

の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならない。 

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務） 

第四条 地方公共団体は、その区域の障害者就労施設における障害者の就労又は在宅就業障害者の就業の実態に応じて、障害者就労施設等の受注の機会の増

大を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針） 

第五条 国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的方向 

二 優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項 
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三 障害者就労施設等に対する国及び独立行政法人等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項 

四 その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、あらかじめ各省各庁の長等（国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。）と協議して基

本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針） 

第六条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に

即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作

成しなければならない。 

２ 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の目標 

二 その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項 

３ 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。 

（調達実績の概要の公表等） 

第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取

りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。 

２ 前項の規定による厚生労働大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。 

（厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請） 

第八条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、各省各庁の長等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措

置をとるべきことを要請することができる。 

（地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等） 

第九条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務

又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。 

２ 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の障害者就労施設における障害者の就労又は在宅就業障害者の就業の実態

に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する物品等及

びその調達の目標について定めるものとする。 

３ 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。 

５ 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取り

まとめ、公表するものとする。 

（公契約における障害者の就業を促進するための措置等） 

第十条 国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他

の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの（以下「公契約」という。）について、競争に参加する者に必要な資

格を定めるに当たって障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を

調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、前項の規定に基づく国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（障害者就労施設等が供給する物品等に関する情報の提供等） 

第十一条 障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、その供給する物品等の購入者等に対し、当該物品等に関する情報を提供する

よう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る観点から、障害者就労施設等の自主性を尊重しつつ適切な物品の生産及び物品等の質の確保に

関する技術的支援及び訓練を行い、並びに障害者就労施設等が供給する物品等の購入者等に対し必要な情報の提供を行う体制の在り方について、三年以内

に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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２ 政府は、公契約の落札者を決定するに当たってその入札者が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと、障害者

就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を総合的に評価する方式を導入することについて、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

（税制上の措置） 

第三条 国は、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るため

に必要な措置を講ずるものとする。 

（経過措置） 

第四条 平成二十六年三月三十一日までの間における第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第五条第十一項」とあるのは「第五条第十二項」

と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十六項」と、「同条第十三項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十四項」とあるのは「同条第十五

項」とする。 

附 則〔平成二五年六月一九日法律第四六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二七年九月一一日法律第六六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年六月三日法律第六五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔令和三年五月一九日法律第三六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 

（処分等に関する経過措置） 

第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の

規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれ

ぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の

行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この

法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の

国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により

相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

（検討） 

第六十一条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年一二月一六日法律第一〇四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則〔中略〕第四十三条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則〔中略〕第三十四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

（政令への委任） 

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 

発令  ：平成25年1月30日政令第22号 

最終改正：令和4年11月11日号外政令第348号 

改正内容：令和4年11月11日号外政令第348号[令和４年11月14日] 

 

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 

〔平成二十五年一月三十日政令第二十二号〕 

〔法務・文部科学・厚生労働大臣署名〕 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令をここに公布する。 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 

内閣は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成二十四年法律第五十号）第二条第二項第三号及び第五項の規定に基

づき、この政令を制定する。 

（法第二条第二項第三号の政令で定める事業所） 

第一条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項第三号の政令で定める事業所は、次の

とおりとする。 

一 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十四条第一項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所 

二 次に掲げる要件の全てを満たす事業所 

イ 身体障害者（障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者をいう。）、知的障害者（同条第四号に規定する知的障害者を

いう。ハにおいて同じ。）又は精神障害者（同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。）である労働者（同法第四十三条第一項

に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。）の数（短時間労働者（同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号にお

いて同じ。）にあっては、当該短時間労働者の数に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た数。以下この号において同じ。）を合計した数（以下この

号において「障害者数」という。）が五人以上であること。 

ロ 労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が百分の二十以上であること。 

ハ 障害者数のうちに重度身体障害者（障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。）、知的障害者又は精神障

害者である労働者の数を合計した数の占める割合が百分の三十以上であること。 

（法第二条第五項の政令で定める法人） 

第二条 法第二条第五項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 

一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究

開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立

研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病

研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究

センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立

研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法

人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政

法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法

人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究

所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、

独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独

立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、

独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法

人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究

所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政

法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学

生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法

人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全

技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・
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郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 

二 日本私立学校振興・共済事業団 

三 沖縄振興開発金融公庫 

四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫 

五 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構 

附 則 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（国立大学法人法施行令の一部改正） 

２ 国立大学法人法施行令（平成十五年政令第四百七十八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（総合法律支援法施行令の一部改正） 

３ 総合法律支援法施行令（平成十八年政令第二十四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二六年二月一九日政令第三九号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、法〔独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律＝平成二五年一一月法律第八二号〕の施行の日（平成二十六年三月一日）から施

行する。 

附 則〔平成二六年三月三一日政令第一二一号〕 

この政令は、改正法〔独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律＝平成二三年六月法律第七三号〕の施行の日（平成二十六年

四月一日）から施行する。 

附 則〔平成二六年七月一六日政令第二六一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二七年二月四日政令第三五号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二七年三月一八日政令第七四号〕 

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年一月二二日政令第一一号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年一月二二日政令第一三号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年一月二六日政令第二一号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年三月九日政令第五七号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年三月二五日政令第七八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年三月三〇日政令第八六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二八年一二月二六日政令第三九六号〕 
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この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二九年一月二〇日政令第四号〕 

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二九年二月一七日政令第二二号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成三一年三月二〇日政令第四〇号〕 

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則〔令和四年六月一六日政令第二一八号〕 

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律〔令和四年五月法律第五四号〕の施行の日（令和四年六月十七日）から施行する。 

附 則〔令和四年一一月一一日政令第三四八号〕 

この政令は、改正法〔安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律＝令和四年五月

法律第四六号〕附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和四年十一月十四日）から施行する。 
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地方自治法 

発令  ：昭和22年4月17日法律第67号 

最終改正：令和5年12月20日号外法律第89号 

改正内容：令和5年6月9日号外法律第48号[令和６年５月27日] 

 

（契約の締結） 

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」という。）に付する場合においては、政令の定めるところによ

り、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共

団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて

申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 

４ 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の

定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた

者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約

の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者

の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な

事項は、政令でこれを定める。 
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地方自治法施行令 

発令  ：昭和22年5月3日号外政令第16号 

最終改正：令和6年3月30日号外政令第161号 

改正内容：令和6年3月30日号外政令第161号[令和６年４月１日] 

 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同

表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でそ

の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この

号において「障害者支援施設」という。）、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、

同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労

継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和四十五年

法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けてい

る施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若

しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困

窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者（以下この号において「生活困

窮者」という。）であるもの（当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるとこ

ろにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において製作された物品を当該障

害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行

う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連

合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定

を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以

下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶

養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続によ

り受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに

係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生

産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事

業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により

新役務の提供を受ける契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更

することができない。 

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに

定めた条件を変更することができない。 

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結

することができる。 


